
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

5
月
12
日
は「
民
生
委
員・児
童
委
員
の
日
」で
す

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

40
歳
以
上
の
皆
さ
ま
へ 

結
核・肺
が
ん
検
診
の
受
診
を
！

令
和
5
年
度

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は

５
月
31
日（
水
）が

納
期
限
で
す

　
皆
さ
ま
が
お
住
ま
い
の
地
域
に

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」と
呼
ば

れ
る
方
が
い
る
の
を
ご
存
じ
で
す

か
？

　
当
町
に
は
、
各
区
か
ら
選
出
さ

れ
た
民
生
委
員
33
名
と
主
任
児
童

委
員
2
名
の
35
名
の
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
地
方

公
務
員
で
す
。
社
会
福
祉
の
増
進

の
た
め
に
地
域
住
民
の
立
場
か
ら
、

　
人
権
擁
護
委
員
制
度
は
、
昭
和

23
年
の
人
権
擁
護
委
員
令
に
よ
っ

て
創
設
さ
れ
、
昭
和
24
年
6
月
1

日
の
人
権
擁
護
委
員
法
の
施
行
に

よ
り
基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る
恒

久
的
な
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
ま

し
た
。
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
で
は
、
法
が
施
行
さ
れ
た
6
月

1
日
を「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、
こ
の
日
を
中
心
と
し
て
、

毎
年
人
権
擁
護
委
員
の
活
動
を
広

く
啓
発
し
て
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
の
活
動
と
役
割　

１　

地
域
の
皆
さ
ま
か
ら
の
人
権

に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る「
あ

な
た
の
街
の
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
」

  

結
核
は
決
し
て「
過
去
の
病
気
」

で
は
な
く
、
今
で
も
日
本
の
主
要

な
感
染
症
の
１
つ
で
す
。

　
特
に
80
歳
以
上
の
方
は
、
結
核

を
発
症
す
る
危
険
性
が
そ
の
ほ
か

の
年
齢
に
比
べ
て
約
５
倍
高
く
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
肺
が
ん
は
日
本
人
の
が

ん
に
よ
る
死
亡
原
因
の
男
性
第
１

位
、
女
性
第
２
位
で
今
も
増
え
続

け
て
い
ま
す
。

　
病
気
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療

の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
年
に
１
度
の

検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

町
で
は
、
次
の
日
程
で
結
核
・

肺
が
ん
検
診
を
行
い
ま
す
。

　
検
診
の
申
し
込
み
を
し
て
い
な

い
方
で
、
こ
れ
か
ら
検
診
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
保
健
福
祉

課
に
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
に
軽
自
動
車
等
を
所
有
ま
た
は

使
用
し
て
い
る
方
が
納
め
る
税
金

で
す
。
５
月
中
旬
に
送
付
す
る
納

税
通
知
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
も
し
く

は
一
部
の
電
子
決
済
で
納
付
い
た

だ
け
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
に
は
車
検
を
受
け

る
際
に
必
要
と
な
る「
納
税
証
明

書
」が
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
車

検
証
と
一
緒
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。
口
座
振
替
も
し
く
は
電
子
決

済
を
ご
利
用
の
方
に
は
、
納
付
の

確
認
後「
納
税
証
明
書
」を
送
付

し
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
５
年
１
月
よ
り
、

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
付

状
況
を
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
が

軽
自
動
車
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム

（
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
）に
よ
り
確
認
で
き

る
こ
と
か
ら
、
軽
自
動
車
の
車
検

を
受
け
る
際
に
、
車
検
用
納
税
証

明
書
の
提
示
が
不
要
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

（
※
二
輪
車
を
除
く
）

問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
住
民
税
係（

32
）３
１
２
６

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
の
ご
案
内

県
営
住
宅
補
充
募
集
に
つ
い
て

　
事
業
者
の
皆
さ
ま
に
、
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
き
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
開
始
に
向
け
て
必
要
な
準
備
を

進
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◦
免
税
事
業
者
向
け

主
な
内
容

・
消
費
税
の
基
本
的
な
仕
組
み

・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要

日
程

　
５
月
10
日（
水
）

　
申
込
期
限
５
月
８
日（
月
）

　
６
月
７
日（
水
）

　
申
込
期
限
６
月
５
日（
月
）

◦
課
税
事
業
者
向
け

主
な
内
容

・
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要

・
売
手
側
、買
手
側
の
イ
ン
ボ
イ

ス
発
行（
受
領
）の
注
意
点

・
登
録
申
請
の
方
法
等

日
程

　
５
月
11
日（
木
）

　
申
込
期
限
５
月
９
日（
火
）

　
６
月
８
日（
木
）

　
申
込
期
限
６
月
６
日（
火
）

　
佐
久
地
区
に
あ
る
県
営
住
宅
入

居
者
の
募
集
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。

募
集
期
間

　
６
月
１
日（
木
）～
８
日（
木
）

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

（
土
日
を
除
く
）

受
付
場
所

　
佐
久
市
跡
部
65
番
地
１

　
長
野
県
佐
久
合
同
庁
舎
４
階

　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社

　
佐
久
管
理
セ
ン
タ
ー

納　期　限

5 31水曜日
◦軽自動車税（種別割）（１期分）
◦保育料（5月期分）
◦町営住宅使用料（5月分）
◦上水道料金（5月期分）大口4月使用分

◦下水道使用料（5月期分）大口4月使用分

5月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

生
活
や
福
祉
全
般
に
関
す
る
相

談
・
援
助
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
は
、
児
童
委

員
を
兼
ね
て
い
る
た
め
、「
民
生

委
員
・
児
童
委
員
」と
呼
ば
れ
て

お
り
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
元

気
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に

子
ど
も
た
ち
を
見
守
り
、
保
護
者

の
子
育
て
に
関
す
る
不
安
や
妊
娠

中
の
心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
支
援

も
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
1
0
0
年
を
超

で
す
。相
談
は
無
料
で
、相
談
内

容
な
ど
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

２　
「
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
」と
い

う
被
害
者
か
ら
の
申
告
な
ど
を

受
け
、法
務
局
職
員
と
協
力
し

て
、調
査・処
理
に
当
た
り
ま
す
。

３　

人
権
の
大
切
さ
を
多
く
の
皆

さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、ま
た
、

考
え
て
い
た
だ
く
た
め
に
、さ

ま
ざ
ま
な
啓
発
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

当
町
の
人
権
擁
護
委
員
は
4
名
で
す

　
尾
臺　
良
左　
委
員

　
山
本　
邦
重　
委
員

　
関　
久
美
子　
委
員

　
長
田　
芳
子　
委
員

さ
い
。

対
象
年
齢　
原
則
40
歳
以
上

検
診
料
金　
無
料

　
（
喀
痰
検
査
希
望
者
は

自
己
負
担
金
３
３
０
円
）

注
意
事
項

※
エ
ッ
ク
ス
線
を
使
用
す
る
た
め
、

妊
娠
の
可
能
性
の
あ
る
方
は
受

診
で
き
ま
せ
ん
。

※
駐
車
場
が
混
み
合
う
こ
と
が
予

測
さ
れ
ま
す
。
お
近
く
の
方
は

で
き
る
だ
け
徒
歩
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

※
感
染
症
対
策
と
し
て
、
発
熱
や

咳
な
ど
の
風
邪
症
状
が
あ
る
方

は
、
受
診
を
控
え
て
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係　

（
32
）２
５
５
４

日
程 会　場　　　　 時　間　　　　

５
月
23
日（
火
）

面替消防庫前
豊昇地区世代間交流センター前
向原地区世代間交流センター前
草越公民館前
広戸地区世代間交流センター前

9:20〜 9:40
10:00〜10:20
10:40〜11:40
13:20〜13:50
14:10〜14:30

５
月
24
日（
水
）

保健センター
清万地区世代間交流センター前
一里塚地区世代間交流センター前
西軽井沢公民館前

9:10〜11:15
13:10〜13:30
13:40〜14:10
14:30〜15:30

５
月
25
日（
木
）

児玉地区世代間交流センター前
平和台公民館前
馬瀬口創作館前
塩野地区世代間交流センター前
三ツ谷地区世代間交流センター前

9:10〜10:00
10:20〜11:20
13:10〜14:00
14:20〜15:10
15:20〜15:40

５
月
26
日（
金
）

荒町公民館前
上宿公民館前
小田井地区世代間交流センター前
保健センター

9:10〜 9:40
10:00〜10:30
10:40〜11:10
13:10〜15:00

え
る
歴
史
あ
る
制
度
で
す
。
大
正

6
年
5
月
12
日
の
民
生
委
員
制
度

の
も
と
と
な
る
済
世
顧
問
制
度
を

定
め
た
岡
山
県
済
世
顧
問
制
度
設

置
規
程
の
公
布
日
に
ち
な
み
、
5

月
12
日
を「
民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
日
」と
し
て
い
ま
す
。
5
月

12
日
か
ら
18
日
ま
で
の
1
週
間
を

「
活
動
強
化
週
間
」と
し
て
、そ
の

活
動
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
く
た
め
、
町
の
民
生
児
童
委

員
協
議
会
で
は
、
通
学
児
童
の
見

守
り
活
動
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
に
は
民
生
委
員
法
に

基
づ
き
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
て
お

り
、
民
生
委
員
の
活
動
は
、
地
域

の
皆
さ
ま
と
の
信
頼
関
係
を
基
盤

と
し
て
成
立
し
ま
す
。
誰
も
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
の

た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し

て
い
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
き
、
活
動

へ
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

　
　
　
　
　
　
　
（
32
）6
5
2
2

「
人
権
な
ん
で
も
相
談
所
」を

開
設
し
て
い
ま
す

曜
日　
毎
週
火
・
木
曜
日

時
間　
午
前
9
時
～
午
後
４
時

場
所　
長
野
法
務
局
佐
久
支
局

◦
人
権
相
談
連
絡
先

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
0
5
7
0（
0
0
3
）1
1
0

（
全
国
共
通
）

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

0
1
2
0（
0
0
7
）1
1
0

（
全
国
共
通
・
無
料
）

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
0
5
7
0（
0
7
0
）8
1
0

（
全
国
共
通
）

問
い
合
わ
せ
先　

　
長
野
地
方
法
務
局
佐
久
支
局
内

　
佐
久
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

事
務
局

0
2
6
7（
67
）2
2
7
2

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

6
月
1
日
の「
人
権
の
日
」を
記

念
し
て
、
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

家
庭
内
の
問
題
、
近
隣
の
も
め
ご

と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
問

題
等
暮
ら
し
の
中
で
の
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
に
つ
い
て
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
日
時　
6
月
4
日（
日
）

　
　
　
　
午
前
9
時
～
午
後
3
時

　
場
所　
ハ
ー
ト
ピ
ア
み
よ
た

防
災
行
政
無
線
で
放
送
し
た
内
容
を
、
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。

０
１
２
０（
１
３
１
）９
９
４ 

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル「
ボ
ウ
サ
イ
キ
ク
ヨ
」で
覚
え
て
く
だ
さ
い
。

�

問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課
情
報
防
災
係 （
32
）３
１
１
１

防災行政無線
専用ダイヤル

時
間　
午
前
10
時
～
11
時

場
所

　
佐
久
税
務
署　
別
館
会
議
室

（
佐
久
市
岩
村
田
1
2
0
1
番
地
の
２
）

定
員　
各
20
名（
事
前
登
録
制
）

問
い
合
わ
せ
先

免
税
事
業
者
向
け

　
佐
久
税
務
署

　
個
人
課
税
第
1
部
門

　
0
2
6
7（
67
）3
4
6
2

（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

課
税
事
業
者
向
け

　
佐
久
税
務
署

　
法
人
課
税
第
1
部
門

　
0
2
6
7（
67
）3
4
6
0

（
代
表
・
内
線
84
）

※
税
務
署
の
代
表
電
話
に
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
際
は
、
税
務

署
の
電
話
番
号
に
お
掛
け
い
た

だ
い
た
後
、
自
動
音
声
案
内
に

し
た
が
っ
て
、「
２
」を
選
択
し

て
く
だ
さ
い
。

※
駐
車
場
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
公
共
交
通
機
関
の
利
用
な

ど
、
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。

そ
の
他

　
募
集
の
詳
細
に
つ
い
て
５
月
下

旬
ご
ろ
に
、
長
野
県
住
宅
供
給
公

社
佐
久
管
理
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
長
野
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社

佐
久
管
理
セ
ン
タ
ー

０
２
６
７（
78
）５
４
１
０

参加無料
事前登録制

先着順
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